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平成１２年２月８日付け諮問第８３号により中央環境審議会に対してなさ

れた 「水質に係る化学的酸素要求量の総量規制基準の設定方法の改定並び、

に窒素及び燐の総量規制基準の設定方法及び汚濁負荷量の測定方法等の設定

について（諮問 」については、水質部会に設置した総量規制基準等専門委）

員会において検討が行われ、今般、同専門委員会より別添のとおりの報告書

が本審議会に提出された。

本審議会においては、同専門委員会における検討の経緯及び結果を踏まえ

て審議した結果、化学的酸素要求量の総量規制基準の設定方法並びに窒素及

び燐の総量規制基準の設定方法及び汚濁負荷量の測定方法等に関する同専門

委員会報告の内容が適切なものであるとの結論を得た。

政府においては、これを踏まえ、今後適切な第５次水質総量規制の実施を

図られたい。
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Ⅰ 化学的酸素要求量の総量規制基準の設定方法の改定並びに窒素及び燐の総

量規制基準の設定方法の設定について

水質の総量規制に係る総量規制基準は、指定地域内事業場から排出される

排出水の汚濁負荷量について、都道府県知事が環境庁長官の定める範囲内に

おいて定める許容限度であり、下水道等の生活排水処理施設の整備の促進、

総量規制基準が適用されない小規模特定事業場及び未規制事業場における汚

濁負荷量削減対策の推進等とともに、指定水域に係る汚濁負荷量の削減目標

量を達成するための主要な方途である。

総量規制基準を定めるに当たっては、指定地域内事業場に係る業種等の実

態、排水処理技術水準の動向等を勘案し、現実的に対応可能な範囲において

定めることが肝要である。

化学的酸素要求量については、これまでの４次にわたる総量規制の結果、

総量規制基準を定める算式における化学的酸素要求量が比較的良好なレベル

となっている業種その他の区分がある一方、依然としてその強化が課題とな

っているものがあることから、総量規制基準の見直しが必要である。また、

引き続き、新増設の工場・事業場についてはできるだけ負荷量の抑制を図る

ための措置を講じることが必要である。

また、窒素及び燐については、総量規制の対象項目として新たに指定する

ことが適当とされたところであるが、これまでに実施されてきた各水域にお

ける削減指導や、水質汚濁防止法に基づく一律排水基準、暫定排水基準及び

都府県における上乗せ排水基準等の実施状況を踏まえ、総量規制基準を適切

に設定することが必要である。新増設の工場・事業場についても、化学的酸

素要求量と同様の考え方にたち一層の汚濁負荷量の削減を図ることが必要で

ある。

第５次総量規制における総量規制基準の改定及び設定にあたっては、上記

の考え方を基本として、総量規制基準の算式、化学的酸素要求量についての

総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲の改定並びに

窒素含有量及び燐含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及

びその区分ごとの範囲の設定を行うものとする。
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１ 化学的酸素要求量

（１）総量規制基準に係る算式

これまでの４次にわたる総量規制の経緯を踏まえ、第４次総量規制の算

式と同様とする。

－３Ｌ ＝Ｃ ・Ｑ ×１０Ｃ Ｃ Ｃ

Ｌ 排出が許容される汚濁負荷量（単位 一日につきキログラム）Ｃ

Ｃ 都道府県知事が定める一定の化学的酸素要求量（単位 一リッＣ

トルにつきミリグラム）

Ｑ 特定排出水（排出水のうち、特定事業場において事業活動そのＣ

他の人の活動に使用された水であって、専ら冷却用、減圧用その

他の用途でその用途に供することにより汚濁負荷量が増加しない

ものに供された水以外のものをいう。以下同じ ）の量（単位。

一日につき立方メートル）

新たに特定施設が設置される指定地域内事業場（工場又は事業場で、特

定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となるもの

を含む）及び新たに設置される指定地域内事業場については、次に掲げる

算式により総量規制基準を定める。

－３Ｌ ＝（Ｃ ・Ｑ ＋Ｃ ・Ｑ ＋Ｃ ・Ｑ ）×１０Ｃ Ｃｊ Ｃｊ Ｃｉ Ｃｉ Ｃ０ Ｃ０

Ｃ 都道府県知事が定める一定の化学的酸素要求量（単位 一リッＣｊ

トルにつきミリグラム）

Ｃ 都道府県知事が定める一定の化学的酸素要求量（単位 一リッＣｉ

トルにつきミリグラム）

Ｃ 都道府県知事が定める一定の化学的酸素要求量（単位 一リッＣ０

トルにつきミリグラム）

Ｑ 平成３年７月１日以後に特定施設の設置又は構造等の変更によＣｊ

り増加する特定排出水の量（平成３年７月１日以後に設置される

指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量（単位

一日につき立方メートル ））

Ｑ 昭和55年７月１日から平成３年７月１日の前日までの間に特定Ｃｉ

施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量（昭

和55年７月１日から平成３年７月１日の前日までの間に設置され

る指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定排出水の量（Ｑ

を除く （単位 一日につき立方メートル）Ｃｊ 。））

Ｑ 特定排出水の量（Ｑ 及びＱ を除く （単位 一日につきＣ０ Ｃｊ Ｃｉ 。）

立方メートル）
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（２）総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲

総量規制基準に係る業種その他の区分については、これまでの４次にわ

たる総量規制の経緯を踏まえ、現行第４次の業種その他の区分と同一とす

ることが適当である。

総量規制基準に係る区分ごとの範囲については、基本的に発生負荷量が

大きい業種、現行第４次における総量規制基準が依然として高いレベルに

ある業種その他の区分を対象とし、排水水質の実態、これまでの４次にわ

たる総量規制において実施されてきた削減対策等を勘案するとともに、都

府県における総量規制基準の設定状況を勘案した上で改定することが適当

である。

以上を踏まえ、総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごと

の範囲については、別表１の第二欄に掲げる業種その他の区分ごとに、Ｃ

及びＣ の値に係るものにあっては、同表の第三欄（１）の（イ）に掲Ｃ Ｃ０

げる値以上（ロ）に掲げる値以下、Ｃ の値に係るものにあっては、同表Ｃｉ

の第三欄（２）の（イ）に掲げる値以上（ロ）に掲げる値以下、Ｃ の値Ｃｊ

、 （ ） （ ） （ ）に係るものにあっては 同表の第三欄 ３ の イ に掲げる値以上 ロ

に掲げる値以下とすることが適当である。

２ 窒素含有量及び燐含有量

（１）総量規制基準に係る算式

化学的酸素要求量についての第１次総量規制の算式と同様とする。

－３窒素含有量 Ｌ ＝Ｃ ・Ｑ ×１０Ｎ Ｎ Ｎ

Ｌ 排出が許容される汚濁負荷量（単位 一日につきキログラム）Ｎ

Ｃ 都道府県知事が定める一定の窒素含有量（単位 一リットルにＮ

つきミリグラム）

Ｑ 特定排出水の量（単位 一日につき立方メートル）Ｎ

－３燐含有量 Ｌ ＝Ｃ ・Ｑ ×１０Ｐ Ｐ Ｐ

Ｌ 排出が許容される汚濁負荷量（単位 一日につきキログラム）Ｐ

Ｃ 都道府県知事が定める一定の燐含有量（単位 一リットルにつＰ

きミリグラム）

Ｑ 特定排出水の量（単位 一日につき立方メートル）Ｐ
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新たに特定施設が設置される指定地域内事業場（工場又は事業場で、特

定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となるもの

を含む）及び新たに設置される指定地域内事業場については、次に掲げる

算式により総量規制基準を定める。

－３窒素含有量 Ｌ ＝（Ｃ ・Ｑ ＋Ｃ ・Ｑ ）×１０Ｎ Ｎｉ Ｎｉ Ｎ０ Ｎ０

Ｃ 都道府県知事が定める一定の窒素含有量（単位 一リットルにＮｉ

つきミリグラム）

Ｃ 都道府県知事が定める一定の窒素含有量（単位 一リットルにＮ０

つきミリグラム）

Ｑ 都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変Ｎｉ

更により増加する特定排出水の量（当該都道府県知事が定める日

以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定

排出水の量（単位 一日につき立方メートル ））

Ｑ 特定排出水の量（Ｑ を除く （単位 一日につき立方メーＮ０ Ｎｉ 。）

トル）

－３燐含有量 Ｌ ＝（Ｃ ・Ｑ ＋Ｃ ・Ｑ ）×１０Ｐ Ｐｉ Ｐｉ Ｐ０ Ｐ０

Ｃ 都道府県知事が定める一定の燐含有量（単位 一リットルにつＰｉ

きミリグラム）

Ｃ 都道府県知事が定める一定の燐含有量（単位 一リットルにつＰ０

きミリグラム）

Ｑ 都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変Ｐｉ

更により増加する特定排出水の量（当該都道府県知事が定める日

以後に設置される指定地域内事業場に係る場合にあっては、特定

排出水の量（単位 一日につき立方メートル ））

Ｑ 特定排出水の量（Ｑ を除く （単位 一日につき立方メーＰ０ Ｐｉ 。）

トル）

（２）総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲

総量規制基準に係る業種その他の区分については、化学的酸素要求量と

一体的な汚濁負荷削減を図る観点から、第４次総量規制の区分と同一とす

る。

総量規制基準に係る区分ごとの範囲については、水質汚濁防止法に基づ

く一律排水基準、暫定排水基準及び都府県における上乗せ排水基準等現行

制度の実施状況を十分踏まえつつ、排水水質の実態、排水処理技術の実態

等を勘案して設定することが適当である。
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以上を踏まえ、総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごと

の範囲については、

① 窒素含有量については、別表２の第二欄に掲げる業種その他の区分ご

とに、Ｃ 及びＣ の値に係るものにあっては、同表の第三欄（１）のＮ Ｎ０

（イ）に掲げる値以上（ロ）に掲げる値以下、Ｃ の値に係るものにあＮｉ

っては、同表の第三欄（２）の（イ）に掲げる値以上（ロ）に掲げる値

以下とし、

② 燐含有量については、別表３の第二欄に掲げる業種その他の区分ごと

、 、 （ ） （ ）に Ｃ 及びＣ の値に係るものにあっては 同表の第三欄 １ の イＰ Ｐ０

（ ） 、 、に掲げる値以上 ロ に掲げる値以下 Ｃ の値に係るものにあってはＰｉ

同表の第三欄（２）の（イ）に掲げる値以上（ロ）に掲げる値以下

とすることが適当である。
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Ⅱ 窒素及び燐の汚濁負荷量の測定方法等について

１ 基本的考え方

水質の総量規制制度においては、事業者による適正な汚濁負荷量の測定及

び記録が制度の的確な運営を担保する上での根幹をなしている。

このため、水質汚濁防止法において 「総量規制基準が適用されている指、

、 、定地域内事業場から排出水を排出する者は 総理府令で定めるところにより

当該排出水の汚濁負荷量を測定し、その結果を記録しておかなければならな

（ ）」 、 、い 法第１４条第２項 こととされており 化学的酸素要求量については

以下の事項につき総理府令で定められている。

① 特定排出水の汚染状態の計測方法

② 特定排出水の量の計測方法

③ 特定排出水の汚濁負荷量の算定方法

④ 特定排出水の汚濁負荷量の測定頻度

⑤ 特定排出水の汚濁負荷量の測定結果の記録方法

窒素及び燐の汚濁負荷量は、化学的酸素要求量と同様、総量規制基準が適

用される特定排出水の量と窒素又は燐に関する汚染状態（濃度）との積とし

て得られるものであり、測定対象となる特定排出水も基本的に化学的酸素要

求量に係るものと同一である。

このため、新たに窒素及び燐の測定方法等を定めるに当たっては、上記①

～⑤のうち、①の汚染状態の計測方法を除き、化学的酸素要求量と同一とす

ることが適当である。

窒素及び燐に関する汚染状態の計測方法については、自動計測器について

その現場における適用性等を踏まえ、化学的酸素要求量と同様に位置付ける

とともに、窒素含有量及び燐含有量の排水基準に係る検定方法を参考とする

ことが適当である。
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２ 特定排出水の窒素及び燐に関する汚染状態の計測方法

排水量の区分 水質の計測方法 水量の計測方法 排水の期間

(ｍ ／日) (測定の期間)３

４００以上 別記１ 別記２ 毎 日

(1)または(2) (1)または(2) (毎日測定)

２００～４００ ７日

以上 未満 (1回以上／ 7日)

別記１ 別記２

１００～２００ (1)～(3)の (1)～(3)の １４日

以上 未満 いずれかの方法 いずれかの方法 (1回以上／14日)

５０～１００ ３０日

以上 未満 (1回以上／30日)

別記１（汚染状態の計測方法）

（１）自動計測器により計測する方法

（２）コンポジットサンプラーにより採水し、指定計測法 で計測する方注）

法

（３）指定計測法により計測する方法（ ２）の方法を除く）（

別記２（排水量の計測方法）

（１）流量計又は流速計により計測する方法

（２）積算体積計により計測する方法

（３）ＪＩＳＫ００９４の８に定める方法

注）指定計測法：窒素含有量及び燐含有量の排水基準に係る検定方法

窒素含有量 燐含有量

・総和法 ・ペルオキソ二硫酸カリウム分解法

(JIS K0102 45.1) (JIS K0102 46.3.1)

・紫外線吸光光度法 ・硝酸･過塩素酸分解法

(JIS K0102 45.2) (JIS K0102 46.3.2)

・硝酸･硫酸分解法

(JIS K0102 46.3.3)


